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○庄原市森づくり事業補助金交付要綱  

平成 19年８月８日 告示第 119号  

改正  

平成 29年８月 24日 告示第 132号  

庄原市森づくり事業補助金交付要綱  

（趣旨）  

第 １ 条  こ の要 綱 は、 林業 団 体そ の 他市 長が 適 当と 認 め る 団 体 若 し く は 森林所

有者（以下「団体等」という。）が、森林の持つ多様な公 益的機能の維持増進

等を図るための事業に要する経費に 対し、予算の範囲内 で補助金を交付するも

のとし、当該補助金の交付に関し、ひろしまの森づくり事 業補助金等交付要綱

（平成 19年４月５日制定）、ひろしまの森づくり事業（交 付金事業）実施要領

（平成 19年４月５日制定）、環境貢献林整備事業実施要 領（平成 19年 ４月５日

制定）、環境貢献林整備事業実施要領 の運用（平成 19年４ 月５日制定）及び庄

原市補助金交付規則（平成 17年庄原市規則第 46号）に定め るもののほか必要な

事項を定めるものとする。  

（補助金の種類）  

第 ２ 条  こ の要 綱 にお ける 補 助金 の 種類 は、 環 境貢 献 林 補 助 金 及 び 里 山 林等補

助金とする。  

（補助の対象等）  

第 ３ 条  補 助の 対 象と なる 事 業内 容 、対 象経 費 及び 補 助 率 は 、 別 表 に 定 めると

おりとする。  

（交付の申請）  

第 ４ 条  補 助金 の 交付 を受 け よう と する 団体 等 （以 下 「 申 請 団 体 」 と い う。）

は、庄原市森づくり事業補助金交付申請書（様式第１号）に次に掲げる書類を

添えて、市長に提出するものとする 。  

(１ ) 事業計画書  

(２ ) 収支予算書  

(３ ) その他市長が必要と認める書類  

２  申請 団 体は 、 前項 の申 請 書を 提 出 す る に 当 たり 、 当 該 補 助 金 等 に 係 る仕入

れに係る消費税等相当額（補助対象経費に含まれる消費 税及び地方消費税に相

当す る額のうち、消費税法（昭和 63年法律第 108号 ）に 規定 す る仕 入 れに係る

消費税額として控除できる部分の金 額と当該金額に地 方税法（昭和 25年法律第

226号） に規定する地方消費税率を乗 じて得た金額との 合計 額 に補 助 率を 乗じ

て得た金額をいう。以下同じ。）がある場合には、これを減 額して申請しなけ
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ればならない。ただし、申請時において当該補助金等に係 る仕入れに係る消費

税等相当額が明らかでない場合は、 この限りでない。  

（交付決定）  

第 ５ 条  市 長は 、 前条 に定 め る申 請 書を 受理 し た時 は 、 そ の 内 容 を 審 査 し、補

助 金 の 交 付 が 適 当 と 認 め た 時 は 、 庄 原 市 森 づ く り 事 業 補 助 金 交 付 決 定 通 知 書

（様式第２号）により当該申請団体 に通知するものと する。  

（交付の条件）  

第 ６ 条  市 長は 、 補助 金の 交 付決 定 に当 たり 、 次に 掲 げ る 指 示 又 は 条 件 を付す

ものとする。  

(１ ) 環境貢献林補助金及び里山林等補助金について は、相互に補助 金の流用

をしてはならないこと。  

(２ ) 別表に規定する特認事業及び特認事業以外の事 業については、相互に補

助金の流用をしてはならないこと。  

(３ ) 事業の内容の変更（軽微な変更を除く。）をする場 合においては、市長

の承認を受けること。  

(４ ) 事業を中止し、又は廃止する場合においては、市 長 の承認を受けること。 

(５ ) 事 業 が 予 定 期 間 内 に 完 了 し な い 場 合 又 は 事 業 の 遂 行 が 困 難 と な っ た場

合には、速やかに市長に報告してその指示を受けるこ と。  

(６ ) 事業により取得し、又は効用の増加した財産で第 15条第２項の規定によ

る処分の制限期間を経過していないものについては、取 得財産調書（様式第

４号）及びその関係書類を整備保管すること。  

２  前項 第 ３ 号及 び第 ４号 の規 定 に 基 づ き 市 長 の 承 認 を 受 け よ う と す る とき は 、

庄原市森づくり事業補助金変更（中止・廃止）承認申請書（様式第３号）を市

長に提出するものとする。  

（申請の取下げ）  

第 ７ 条  第 ５条 の 規定 によ り 補助 金 の交 付決 定 を受 け た 団 体 等 （ 以 下 「 補助団

体」という。）は、決定通知に係る補 助金の交付決定の 内容又はこれに付され

た条件に不服があるときは、当該通知を受けた日から 30日以内に申請の取下げ

をすることができる。  

２  前項 の 規定 に よる 申請 の 取下 げ が あ っ た と きは 、 当 該 申 請 に 係 る 補 助金の

交付決定は、なかったものとみなす 。  

（届出の義務）  

第 ８ 条  補 助団 体 は、 事業 着 手と 同 時に 着手 届 を、 完 成 と 同 時 に 完 成 届 を市長

に提出しなければならない。  



3 

（事業遂行状況の報告）  

第 ９ 条  補 助団 体 は、 毎月 ５ 日ま で に、 前月 末 まで の 事 業 遂 行 状 況 （ 様 式第５

号）を市長へ報告しなければならない。ただし、次条 の実績 報告書を提出した

場合にあっては、事業遂行状況の報 告は不要とする。  

（実績報告）  

第 10条  補 助団 体 は、 補助 事 業等 が 完了 した と き（ 中 止 又 は 廃 止 の 承 認 を受け

たときを含む。）は、庄原市森づくり事業実績報告書（様式 第６号）に収支精

算書、その他市長が必要と認める書類 を添えて、速やかに 市長に提出しなけれ

ばならない。  

２  前項 に 定め る 書類 の提 出 期限 は 、 当 該 事 業 の完 了 し た 日 若 し く は 、 当該補

助事業の廃止の承認を受けた日から 起算して、30日 を経 過した日又は当該補助

金 の 交 付 決 定 が あ っ た 日 の 属 す る 市 の 会 計 年 度 の 翌 年 度 の ４ 月 ５ 日 の い ず れ

か早い日とする。  

３  第４ 条 第２ 項 ただ し書 に より 交 付 の 申 請 を した 団 体 等 は 、 第 １ 項 の 実績報

告書を提出するに当たり、当該補助金等に係る仕入れに 係る消費税等相当額が

明らかになった場合には、これを補助金等の額から減額 して報告しなければな

らない。  

４  第４ 条 第２ 項 ただ し書 に より 交 付 の 申 請 を した 団 体 等 は 、 第 １ 項 の 実績報

告書を提出した後において、消費税及び地方消費税の申 告により当該補助金等

に係る仕入れに係る消費税等相当額 が確定した場合に は、その金額（前項の規

定により減額した各事業主体につい ては、その金額が減 じた額を上回る部分の

金額）を庄原市森づくり事業仕入れに係る消費税等相当 額報告書（様式第 ７号）

により速やかに市長に報告するとと もに、市長の返還命 令を受けた場合はこれ

を返還しなければならない。  

（補助金の額の確定等）  

第 11条  市 長は 、 補助 事業 の 完了 又 は廃 止に 係 る補 助 事 業 の 成 果 の 報 告 を受け

たときは、当該報告書等の書類の審査及び必要に応じて 行う現地調査等により

そ の 報 告 に 係 る 補 助 事 業 の 成 果 が 補 助 金 の 交 付 決 定 の 内 容 及 び こ れ に 付 し た

条件に適合するものであるかどうか を調査し、適当と認 めたときは、交付すべ

き補助金の額を確定し、当該補助団体に通知するものと する。ただし 、軽易な

ものについては、この限りではない 。  

（補助金の請求）  

第 12条  補 助団 体 は、 補助 金 の交 付 を受 けよ う とす る と き は 、 市 長 が 別 に定め

る日までに補助金交付請求書により 市長に請求しなけ ればならない。  
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（帳簿等の保存期間）  

第 13条  補 助金 の 交付 を受 け た補 助 団体 は、 補 助金 に 係 る 経 理 に つ い て 、他の

経理と明確に区分した帳簿を備え、その収支状況につい て明らかにしておくも

のとする。  

２  前項 の 規定 に よる 帳簿 及 び補 助 金 の 経 理 に 関す る 証 拠 書 類 を 保 存 し なけれ

ばならない期間は、当該補助事業の完了の日から起算し て５年を経過した日の

属する市の会計年度の末日までとす る。  

（補助金の返還）  

第 14条  市長は、補助団体が、次の各号 のいずれかに該当 すると認めたときは、

補助金の交付決定を取り消し、又は既に交付した補助金 の全部若しくは一部を

返還させることができる。  

(１ ) 偽りその他不当な手続きにより補助金の交付を 受けたとき。  

(２ ) 補助金をその目的以外に使用したとき。  

(３ ) この要綱の規定に違反したとき。  

（財産の処分制限）  

第 15条  補 助金 の 交付 を受 け た補 助 団体 は、 当 該補 助 事 業 に よ り 取 得 し 、又は

効用の増加した財産で次に掲げるも のを市長の承認を 受けないで、補 助金の交

付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又 は担保に供してはな

らない。ただし、補助金の交付の目的 及び当該財産の耐 用年数を勘案して市長

が定める期間を経過したときは、こ の限りではない。  

(１ ) １件 50万円以上の機械及び器具  

(２ ) そ の 他 市 長 が 補 助 金 の 交 付 の 目 的 を 達 成 す る た め 特 に 必 要 と 認 め て指

定するもの  

２  前項 に 定め る 財産 の処 分 を制 限 を す る 期 間 は、 減 価 償 却 資 産 の 耐 用 年数等

に関する省令（昭和 40年大蔵省令第 15号）に定められてい る期間とし、同省令

に 定 め の な い 財 産 に つ い て は 、 農 林 畜 水 産 業 関 係 補 助 金 等 交 付 規 則 （ 昭 和 31

年農林省令第 18号）に定める期間とする。  

（その他）  

第 16条  この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定め る。  

附  則  

この告示は、公布の日から施行し、 平成 19年度分の補 助金から適用する 。  

附  則（平成 29年８月 24日告示第 132号）  

この告示は、平成 29年８月 25日から 施行する。  
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別表（第３条、第６条関係）  

区分  事業名  事業内容  対象経費  補助率  

環境貢献

林補助金  

環境貢献林

整備事業  

手入れがなされ

ず放置され、緊急

に整備が必要な人

工林について、森

林の公益的機能を

持続的に発揮させ

るため、間伐、被

害木の伐倒整理等

を行う。  

団体等が次の事業 を

行うのに要する経 費  

(１ ) 人工林健全 化  

林内の下層植生を

回復させるための 伐

採に要する経費  

(２ ) 針広混交林 化  

針広混交林等への

天然更新を促す伐 採

に要する経費  

(３ ) 被害木の処 理  

被害木の伐倒及び

整理に要する経費  

(４ ) 森林作業道 の

整備  

森林管理のための

森林作業道の開設 及

び補修に要する経 費  

(５ ) 簡易な木製 構

造物の設置  

土砂流出を防止す

るための簡易な木 製

構造物の設置に要 す

る経費  

(６ ) 森林整備の 働

きかけや境界明確 化

等に要する経費  

ひろしまの

森づくり事

業補助金等

交付要綱に

準ずる。  

里山林等

補助金  

里山林整備

事業  

手入れ不十分な

農山村地域の里山

林等について、生

活環境及び自然景

団体等が次の事業 を

行うのに要する経 費  

(１ ) 景観保全型  

里山林の手入れ不

10／ 10以内  
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観の保全を図るた

め、土砂災害防止、

生物多様性の保

全、鳥獣被害防止、

自然とのふれあい

等を目的とした森

林整備を行う。  

足や竹林化により 、

景観の悪化が生じ て

いる地域において 、

森林からもたらさ れ

る景観を地域全体 で

向上させるための 森

林整備等に要する 経

費  

(２ ) 防災・減災 型  

災害の危険性のあ

る里山林において 、

地域住民が一体と な

った防災・減災の た

めの森林整備等に 要

する経費  

(３ ) 地域資源活 用

型  

地域の資源である

森林の風景やラン ド

マーク、森林とふ れ

あう場所を再生し 地

域の価値を高める た

め、地域住民が一 体

となって行う森林 整

備等に要する経費  

(４ ) 環境緑化・保全

型  

公共緑化や生活環

境の緑化推進など 、

緑とのふれあいの 機

会の増進や生活環 境

の維持等を図るた め

に行う取組に要す る

経費  
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(５ ) 鳥獣被害防 止

型  

地域全体で鳥獣等

の隠れ場所を無く す

ために行う森林整 備

に要する経費  

里山保全活

用支援事業  

住民参加型の里

山林の保全活用の

ための活動を促進

するため、住民団

体、ＮＰＯ等自ら

の企画・立案によ

る取組みや企業に

よる社会貢献活動

を支援する。  

里山林等の保全活 用

に関する住民団体 、Ｎ

ＰＯ、企業等の自 らの

企画・立案による 取組

みに要する経費  

10／ 10以内  

森林・林業

体験活動支

援事業  

森林・林業に対す

る理解と森づくり

への積極的な参加

を図るため、森林

の機能や林業につ

いて学ぶ森林・林

業体験活動等を行

う。  

団体等が行う、森

林・林業について の体

験活動、学習 、木 育活

動等の実施に要す る

経費  

10／ 10以内  

県産材利用

対策事業  

木材利用を通じ

た森林管理を拡大

するために、県産

材の需要拡大や利

用推進を支援す

る。  

団体等が行う、継 続

的に森林資源を活 用

し、森林整備を進 める

ための初期投資等 に

要する経費  

10／ 10以内  

里山活用・

保全活動支

援事業  

小規模林業経営

や自主的に活動す

る森林保全活動な

ど、森林を活用し

団体等が次の事業 を

行うのに要する経 費  

(１ ) 森林を活用 す

る取組などを通じ 、

10／ 10以内  
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ながら森林整備を

行うものを新たに

育成し、大規模な

集約型林業によら

ない森林保全活動

を推進する。  

小規模林業経営者 や

住民団体、ＮＰＯ 等

が、森林整備を自 主

的、継続的に行う た

めに必要な取組に 要

する経費  

(２ ) 活動開始時 に

必要となる初期費 用  

(３ ) 自主的・継 続的

な活動を行う上で 必

要となる財務基盤 や

安全管理技術など の

課題解決に必要と な

る取組に要する経 費  

特

認

事

業  

地域資

源保全

活用事

業  

住民団体等が主

体となって、里山

の保全や活用を目

的とした計画（地

域資源保全活用プ

ラン）に基づき、

継続的に行う森林

整備等を支援す

る。  

団体等が作成する 計

画（地域資源保全 活用

プラン）に基づき 行う

森林整備等  

10／ 10以内  

ただし、別

に市長が認

めた額以内  

里山防

災林整

備事業  

地域における自

主的な森林管理を

行うため、防災・

減災を目的とした

森林整備等を行う

とともに、地域住

民が自ら森林の状

況や災害の危険性

を把握するための

仕組みづくりを支

団体等が次の事業 を

行うのに要する経 費  

(１ ) 土砂災害の 恐

れのある区域及び そ

の上流に位置する 森

林における防災・ 減

災のための森林整 備

等に要する経費  

(２ ) 前項に併せ て

行う、体制整備及 び
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援する。  地域住民の意識醸 成

に必要な経費  

(３ ) 地域住民の 合

意形成経費等事業 推

進に必要な経費  

森林・林

業体験

活動支

援事業  

広域的な取組み

を推進するため、

市域を超えて都市

と山村の連携によ

る森林の機能や林

業について学ぶ森

林・林業体験活動

等に対して助成す

る。  

里山林等補助金の 森

林・林業体験活動 支援

事業に記載の対象 経

費のとおり  

 県産材

利用対

策事業  

県産材利用対策

事業について、基

礎交付額では対応

できない場合に助

成する。  

里山林等補助金の 県

産材利用対策事業 に

記載の対象経費の と

おり  

 

 その他  上記以外の事業

で、特に必要と認

められる事業  

市長が特に必要と 認

めた事業で、その 取組

みに要する経費  

 

事業推進費  住民団体等が行う、森林整備の働きか け

や境界明確化等に要する経費  

10／ 10以内  

様式（省略）  


